
新
し
い
制
度
の
運
営
は
、
千
葉

県
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
が
加
入

す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
」
が
行
い
ま
す
。

・
７５
歳
以
上
の
人
（
７５
歳
の
誕
生

日
か
ら
資
格
取
得
）

・
６５
〜
７４
歳
で
一
定
の
障
害
が
あ

り
、
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け

た
人（
認
定
日
か
ら
資
格
取
得
）

・
制
度
施
行
の
平
成
２０
年
４
月
１

日
に
７５
歳
以
上
の
人
、
一
定
の

障
害
が
あ
り
認
定
を
受
け
て
い

る
６５
歳
以
上
の
人
は
、
自
動
的

に
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
特

に
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療
制制
度度

平
成
２０
年
４
月
か
ら

新
し
い
高
齢
者
の
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

平
成
２０
年
４
月
か
ら
現
在
の
老
人
保
健
制
度
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
変
わ
り
、

７５
歳
以
上
の
高
齢
者
等
の
人
は
、
こ
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
新
し
い
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・
平
成
２０
年
３
月
末
ま
で
に
お
送

り
す
る
予
定
で
す
。

・
お
一
人
ず
つ
交
付
し
ま
す
。（
配

達
記
録
郵
便
に
よ
り
郵
送
）

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
と
同
じ
く

ら
い
の
大
き
さ
に
な
り
ま
す
。

・
今
ま
で
の
老
人
医
療
受
給
者
証

は
必
要
な
く
な
り
ま
す
。

年
額
１８
万
円
以
上
の
年
金
受
給

者
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
年
金
か

ら
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
加
入
者
が

住
む
市
町
村
ご
と
に
定
め
る
納
期

に
従
っ
て
納
付
書
に
よ
り
お
支
払

い
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
介
護
保
険
と
合
わ
せ
た

保
険
料
が
、
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
る
場
合
は
年
金
か
ら
天
引

き
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
額
は
、

上
限
額
（
賦
課
限
度
額
）
が
５０
万

円
に
設
定
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
と

同
様
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

広
域
連
合
は
主
に
被
保
険
者
の

加
入
・
脱
退
や
保
険
料
の
決
定
、

給
付
の
決
定
な
ど
制
度
の
運
営
全

般
を
行
い
ま
す
。
市
町
村
は
主
に

保
険
料
の
徴
収
や
各
種
申
請
・
届

け
出
の
受
け
付
け
、
被
保
険
者
証

の
引
き
渡
し
な
ど
の
窓
口
業
務
を

行
い
ま
す
。

保
険
料
率
は
、
広
域
連
合
の
区

域
内
に
お
い
て
均
一
に
定
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

医
療
費
が
低
い
市
町
村
で
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
広
域
連
合
の
条
例
に
よ
り
、

来
年
４
月
１
日
か
ら
６
年
以
内
の

期
間
、
暫
定
的
に
保
険
料
率
を
軽

減
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
匝
瑳
市
は
こ
の
基
準
に
該
当

す
る
た
め
、
県
内
市
町
村
に
比
べ

保
険
料
が
安
く
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
（
表
１
）

◆
低
所
得
世
帯
に
属
す
る
方
の
軽

減
措
置

所
得
の
低
い
世
帯
に
属
す
る
被

保
険
者
に
つ
い
て
は
、
表
２
の
基

準
に
よ
り
、
被
保
険
者
均
等
割
額

を
軽
減
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
在

の
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
と
同

様
で
す
。

※
総
所
得
金
額
等
と
は
、例
え
ば
、

公
的
年
金
の
み
の
収
入
の
場
合

は
、
そ
の
収
入
額
か
ら
公
的
年
金

等
控
除
を
差
し
引
い
た
額
の
こ
と

を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
軽
減
の

判
定
に
つ
い
て
は
、
６５
歳
以
上
の

公
的
年
金
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ

表１

表２

所得割額

７．１２％

４６：５４

均等割額

３７，４００円均一保険料率

（均等割：所得割）

所得割額

６．２５％

均等割額

３２，８００円
匝瑳市

軽減割合

７割

５割

２割

総所得金額等が下記の金額以下の世帯

ア ３３万円

イ ３３万円＋２４．５万円×当該世帯に属す
る被保険者の数（被保険者である当該世
帯主を除く。）

ウ ３３万円＋３５万円×当該世帯に属する
被保険者の数

く
ら
し
の
情
報

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

運
営
主
体
は
？

被
保
険
者
証
は
ど
う
な
る
の
？

保
険
料
の
軽
減
制
度

保
険
料
の
上
限
は
あ
る
の
？

保
険
料
は
い
く
ら
に
な
る
の
？

被
保
険
者
と
な
る
人
は
？

給
付
は
ど
う
な
る
の
？

保
険
料
の
支
払
い
方
法
は
？

広
域
連
合
と
市
町
村
の
役
割
は
？
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れ
か
ら
さ
ら
に
１５
万
円
を
差
し
引

い
た
額
で
判
定
し
ま
す
。

※
な
お
、
世
帯
主
が
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
で
な
い
場

合
で
も
、
そ
の
方
の
所
得
は
軽
減

判
定
の
際
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
に
対
す

る
軽
減
措
置

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
直
前
に
、
健
康
保
険
な
ど
の

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
保

険
料
を
負
担
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
考
慮
し
て
制
度
加
入
時
か
ら

２
年
間
、
所
得
割
を
課
さ
ず
、
被

保
険
者
均
等
割
額
を
５
割
軽
減
し

ま
す
。

な
お
、
国
に
お
い
て
、
こ
の
均

等
割
額
の
軽
減
後
の
５
割
分
（
新

た
に
負
担
増
と
な
る
部
分
）
に
つ

い
て
、
徴
収
を
一
時
凍
結
す
る
こ

と
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

今
般
、
「
制
度
の
一
部
凍
結
」

Ⅰ
の
通
り
、
見
直
し
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
被
用
者
保
険
と
は
、
政
府
管
掌

健
康
保
険
、組
合
管
掌
健
康
保
険
、

船
員
保
険
お
よ
び
共
済
組
合
の
公

的
医
療
保
険
の
総
称
で
す
。

問
市
民
課
高
齢
者
医
療
準
備
班

!
７３
・
０
０
８
６

◆
義
務
教
育
就
学
前
の
子
ど
も
の
自
己
負
担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す
。

乳
幼
児
の
医
療
費
を
２
割
負
担
に
軽
減
す
る
対
象
年
齢
が
「
３
歳
未

満
」
か
ら
「
義
務
教
育
就
学
（
小
学
校
入
学
）
前
」
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま

す
。
（
表
３
）

◆
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
人
（
現
役
並
み
所
得
者
以
外
）
の
自
己
負
担
割

合
が
２
割
に
な
り
ま
す
。

７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
人
の
窓
口
負
担
は
、
原
則
１
割
、
現
役
並
み
所

得
者
３
割
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
役
並
み
所
得
者
以
外
の
人
に
つ
い

て
は
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
現
役
並
み
所
得
者
は
３
割
で
変
わ
り

ま
せ
ん
。
（
表
４
）

（
平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
１
年
間
は
、
現
役
並
み
所
得
者
を
除
き
、
１

割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
「
制
度
の
一
部
凍
結
」
Ⅱ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。）

問
市
民
課
国
保
班
!
７３
・
０
０
８
６

平平
成成
２２００
年年
４４
月月
かか
らら

国
民
健
康
保
険
の
主
な
改
正
点

Ⅰ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
７５
歳
以
上
の
被
扶
養
者
の
保
険
料

平
成
２０
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
６
か
月
間
は
無
料
と
な
り
、
平
成
２０

年
１０
月
か
ら
平
成
２１
年
３
月
ま
で
の
６
か
月
間
は
、
頭
割
保
険
料
額
（
被

保
険
者
均
等
割
）
が
９
割
軽
減
さ
れ
た
額
と
な
り
ま
す
。

（
対
象
者
）

７５
歳
以
上
の
方
（
注
１
）
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に
な
る

日
の
前
日
（
平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
た
は
７５
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）
に
お

い
て
被
用
者
保
険
（
注
２
）
の
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
る
人

（
注
１
）
６５
〜
７４
歳
で
一
定
の
障
害
認
定
を
受
け
た
人
を
含
む
。

（
注
２
）
政
府
管
掌
健
康
保
険
や
、
企
業
の
健
康
保
険
、
公
務
員
の
共
済

組
合
等
の
健
康
保
険
で
あ
り
、
国
民
健
康
保
険
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

問
市
民
課
高
齢
者
医
療
準
備
班
!
７３
・
０
０
８
６

Ⅱ

７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
人
（
注
１
）
の
窓
口
負
担

平
成
２０
年
４
月
か
ら
平
成
２１
年
３
月
ま
で
の
一
年
間
窓
口
負
担
が
１
割

に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

（
注
１
）
既
に
３
割
負
担
を
し
て
い
る
人
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
と
な
る
一
定
の
障
害
認
定
を
受
け
た
人
は
除
き
ま
す
。

問
市
民
課
国
保
班
!
７３
・
０
０
８
６

制
度
の
一
部
凍
結

「ねんきん特別便」を受け取
られたら、その内容を十分に確
認してください。特別便には「年
金記録のお知らせ」と「年金加
入記録照会票」・「確認はがき」
が入っています。
◆訂正がある場合…「年金加入
記録照会票」にご記入の上、手続
きをしてください。（すでに年金
を受け取られている人は社会保
険事務所で手続きが必要です）
◆訂正がない場合…訂正がなく
ても必ず「確認はがき」を送っ
てください。
問ねんきん特別便専用ダイヤル
!０５７０ー０５８ー５５５、市民課年金
班!７３ー００８６、市民室!６７ー３１１２

今
般
、
政
府
に
お
い
て
、
高
齢
者

医
療
制
度
が
次
の
通
り
見
直
さ
れ
、

実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

表
３

平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら

義
務
教
育
就
学
前

２
割

平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
で

!

３
歳
未
満

２
割

（
６
歳
に
達
す
る
日
以
降
の

最
初
の
３
月
３１
日
ま
で
）

「ねんきん特別便」のお知らせ
あなたの年金記録確認のための

表
４

平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
で

７０
歳
以
上
７５
歳
未
満

平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら

７０
歳
以
上
７５
歳
未
満

!

１
割

２
割

（
現
役
並
み
所
得
者
以
外
）

（
現
役
並
み
所
得
者
以
外
）

７


